
　　　　　　　　　　　　　自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図る
　　　　　　　　　　　　ため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対
　　　　　　　　　　　　して、青切符を導入することとなりました。
　　　　　　　　　　　　　自転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手　　
　　　　　　　　　　　　続き的な負担を軽減するとともに、
　　　　　　　　　　　　違反者に前科がつくことをなくし
　　　　　　　　　　　　つつ、実効性のある責任追及が可
　　　　　　　　　　　　能となります。
　　　　　　　　　　　　　今後、違反の実情に即して、自
　　　　　　　　　　　　転車の一層の安全な利用のための
　　　　　　　　　　　　指導警告や、青切符、赤切符等に
　　　　　　　　　　　　よる処理が警察により行われます。
　　　　　　　　　　　　　
　自転車を安全に利用していただくため、各ライフステージ
に合わせた交通安全教育の推進をお願い致します。

 
　

　
　令和７年中の県内における交通事故死者数は58人で、統計が残る昭和23年以降で
最少を記録し、第11次広島県交通安全計画の目標を達成することができました。
　令和８年に入ってからは、２月末現在で、県内で発生した交通事故で亡くなられ
た方は11人となっています。
　また、亡くなられた方のうち、９人の方が高齢者で全体の８割を占めており、
これは、昨年よりも多い人数となっています。
 運転者の方へは、交差点や横断歩道などの歩行者優先の場所で
は特に気を配り安全確認を徹底することの指導をお願いいたします。
　歩行者の方へは、信号機や標識などの交通ルールを必ず守り、
横断歩道であっても、安全確認を徹底することへの指導をお願い
いたします。
　
　交通事故をなくすためには、日頃から、思いやりとゆずり合いの気持ちをもって、
安全行動を意識することが重要です。
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令和８年４月１日から
自転車の交通反則通告制度開始！



◇ 実施期間
  令和８年4月６日（月）から15日（水）までの10日間 　

◇ 運動重点
 １ 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
 ２ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
 ３ 自転車・特定小型原動機付自転車利用の交通ルールの理解・遵守の徹底
  
◇ 交通事故死ゼロを目指す日
  令和８年4月10日（金）は、
    交通事故死ゼロを目指す日です。
  ～思いやり一つが、事故ゼロにつながる～

◇ 安全運動開始式等予定
  日時：令和８年４月６日（月）午前11時00分から
     場所：基町クレド広場（雨天時：県庁本館１階ロビー）
   概要：主催者の挨拶、交通安全メッセージ、園児による合唱
      白バイやパトカー等の交通安全パトロール出発式
      交通安全啓発のための街頭キャンペーン
　

 
　

令和８年広島県交通安全年間スローガン

「譲り合い　ハンドル越しの　思いやり」

令和８年広島県自転車マナーアップスローガン

「ヘルメット　命のお守り　忘れずに」

　　　　　　　～お願い～
　交通指導員の皆様には、交通安全運動等の諸
活動を実施する際に、このスローガンを活用して
いただき、広く、地域の皆様に浸透しますよう広報
などをよろしくお願いいたします。

　  


